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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パレット上に積層されたガラス板積層体の幅方向に跨るように押えバーを配置すると共
に、前記ガラス板積層体の幅方向両側の外側に食み出した前記押えバーの両端部を締付け
部材によって前記パレット側に引き込むように締付けることにより、前記ガラス板積層体
を前記パレット上に押付けて保持したガラス板梱包体において、
　前記押えバーと前記ガラス板積層体との間に、双方に接触された状態で押圧板を介在さ
せると共に、該押圧板の幅方向寸法を前記ガラス板積層体の幅方向寸法の１／３以上とし
且つ前記ガラス板積層体の幅方向両端部を除く幅方向中央部に接触させたことを特徴とす
るガラス板梱包体。
【請求項２】
　前記押圧板のうち前記押えバーと接触している部分が、前記ガラス板積層体の幅方向に
連続していることを特徴とする請求項１に記載のガラス板梱包体。
【請求項３】
　前記押圧板は、前記ガラス板積層体の幅方向と直交する方向における寸法が前記押えバ
ーよりも大きいことを特徴とする請求項１又は２に記載のガラス板梱包体。
【請求項４】
　前記ガラス板積層体は、複数枚のガラス板を縦姿勢で積層してなり、前記パレットは、
ガラス板の下辺部を支持する基台部と、ガラス板の背面部を支持する背受け部とを有して
いることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のガラス板梱包体。



(2) JP 4936062 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

【請求項５】
　前記押圧板の下端部が、前記パレットの基台部から離間していることを特徴とする請求
項４に記載のガラス板梱包体。
【請求項６】
　前記押圧板の幅方向両側に、前記ガラス板積層体の幅方向両側の外側へと延びるアーム
を設けると共に、前記パレットの背受け部の幅方向両側に、前記ガラス板積層体の積層方
向に延び且つ前記アームをスライド可能に支持するガイド部材を設け、該ガイド部材で前
記アームを支持することにより、前記押圧板の下端部を前記パレットの基台部から離間さ
せたことを特徴とする請求項５に記載のガラス板梱包体。
【請求項７】
　前記押えバーを前記ガラス板積層体の上下方向に複数配置すると共に、最上部の押えバ
ーによって前記ガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け力を、最下部の押えバ
ーによって前記ガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け力よりも小さくしたこ
とを特徴とする請求項４～６のいずれかに記載のガラス板梱包体。
【請求項８】
　前記押圧板は、前記最上部の押えバーによって前記ガラス板積層体を押圧する上部押圧
板と、前記最下部の押えバーによって前記ガラス板積層体を押圧する下部押圧板とに少な
くとも分離されており、前記上部押圧板の前記ガラス板積層体との接触面積が、前記下部
押圧板の前記ガラス板積層体との接触面積よりも大きいことを特徴とする請求項７に記載
のガラス板梱包体。
【請求項９】
　前記押圧板は、前記最上部の押えバーと前記最下部の押えバーとの間に跨るように配置
された単一の部材であって、その上方部の前記最上部の押えバー上方への食み出し寸法が
、その下方部の前記最下部の押えバー下方への食み出し寸法よりも大きいことを特徴とす
る請求項７に記載のガラス板梱包体。
【請求項１０】
　前記ガラス板積層体が、複数枚のガラス板を横姿勢で積層してなり、前記パレットは、
ガラス板の下面部を支持する基台部を有することを特徴とする請求項１～３のいずれかに
記載のガラス板梱包体。
【請求項１１】
　前記パレットに、ガラス板の後方に位置する一辺に当接する基準壁を設けると共に、前
記押えバーを前記ガラス板積層体の前後方向に複数配置し、最後部の押えバーによって前
記ガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け力を、最前部の押えバーによって前
記ガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け力よりも小さくしたことを特徴とす
る請求項１０に記載のガラス板梱包体。
【請求項１２】
　前記押圧板は、前記最前部の押えバーによって前記ガラス板積層体を押圧する前部押圧
板と、前記最後部の押えバーによって前記ガラス板積層体を押圧する後部押圧板とに少な
くとも分離されており、前記後部押圧板の前記ガラス板積層体との接触面積が、前記前部
押圧板の前記ガラス板積層体との接触面積よりも大きいことを特徴とする請求項１１に記
載のガラス板梱包体。
【請求項１３】
　前記押圧板は、前記最前部の押えバーと前記最後部の押えバーとの間に跨るように配置
された単一の部材であって、その後方部の前記最後部の押えバー後方への食み出し寸法が
、その前方部の前記最前部の押えバー前方への食み出し寸法よりも大きいことを特徴とす
る請求項１１に記載のガラス板梱包体。
【請求項１４】
　前記ガラス板積層体は、前記押圧部材で押圧される側の表面に緩衝板を配置してなるこ
とを特徴とする請求項１～１３のいずれかに記載のガラス板梱包体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数枚のガラス板を積層したガラス板積層体をパレット上に保持したガラス
板梱包体の改良技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなどのフラットパネルディス
プレイ（以下、単にＦＰＤという）用のガラス基板など、各種ガラス板を輸送する場合、
複数枚のガラス板を積層してなるガラス板積層体をパレット上に保持したガラス板梱包体
の状態で行われるのが通例である。
【０００３】
　この種のガラス板梱包体としては、パレット上に複数枚のガラス板を縦姿勢で積層した
状態で保持したものと、パレット上に複数枚のガラス板を横姿勢で積層した状態で保持し
たものとに大別される。
【０００４】
　前者の梱包体には、基台部と、基台部の後方に立設された背受け部とを備えたパレット
が利用される。そして、複数枚のガラス板を背受け部に立て掛けるようにして基台部上に
縦姿勢で積層した後、そのガラス板積層体の前面を背受け部側に向かって押付けて保持す
ることにより、梱包体が製作される。
【０００５】
　この際、ガラス板積層体を押付ける方法としては種々のものがあるが、例えば下記の特
許文献１には、パレットの基台部の前方に前枠を別途立設すると共に、前枠にリンク機構
を介して連結された抑え片によって、ガラス板積層体を背受け部側に押付けて保持する方
法が開示されている。また、前枠の姿勢が変化すると抑え片による押付け力が低下するこ
とから、前枠の上面と背受け部の上面との間に上部桟が掛け渡され、前枠が直立状態で保
持されるようになっている。
【０００６】
　しかしながら、かかる構成では、ガラス板積層体を抑え片で押圧するために、前枠や上
部桟をやぐら状に組み合わせる必要があることから、梱包体の構成が複雑になるばかりで
なく、梱包体の製作に面倒且つ煩雑な作業が強いられることになる。特に、上部桟を掛け
渡す関係から、前枠はガラス板よりも大きくすることが必要不可欠となる。そのため、梱
包対象となるガラス板が大きい場合には、前枠も大型化してハンドリング性が悪化する。
加えて、この場合には、上部桟の取り付け作業を高所で行う必要が生じるため、その取り
付け作業を円滑に行うことが困難となる。
【０００７】
　そこで、このような問題に対処するものとして、次のような構成によりガラス板積層体
を押圧して保持するものが挙げられる。すなわち、パレット上に積層されたガラス板積層
体の幅方向に跨るように押えバーを配置し、ガラス板積層体の幅方向両側の外側に食み出
した押えバーの両端部を締付け部材によってパレット側に引き込むように締付けることに
より、ガラス板積層体を押圧してパレット上に保持したものである（例えば、下記の特許
文献２）。
【０００８】
　このようにすれば、パレットに前枠や上部桟を別途設ける必要がなく、押えバーの両端
部を締付け部材によって締付けるだけで、ガラス板積層体をパレット上に容易に保持する
ことが可能となる。
【０００９】
【特許文献１】特開平７－２６７２９０号公報
【特許文献２】特開２００６－３４７５９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
　しかしながら、ガラス板積層体の幅方向に跨るように配置された押えバーの両端部を締
付けることにより、ガラス板積層体をパレット側に押付けて保持すると、ガラス板の幅方
向両端部に応力が集中しやすい。また、押えバー自体に撓みも生じるため、ガラス板の両
端部により一層応力が集中しやすい。ガラス板の端部は、破損を来たしやすい部位である
ため、押えバーによる押付け力によって上述のようにガラス板の端部に応力集中が生じた
状態で梱包した場合には、開梱までの間にガラス板が破損するという問題が生じ得る。
【００１１】
　また、押えバーの撓みが大きい場合には、ガラス板積層体の幅方向両端部のみが保持さ
れた状態となる。そして、この状態で梱包体を輸送すると、輸送中の振動や衝撃等によっ
てガラス板の幅方向中央部が押えバーの湾曲に倣って変形し、荷崩れを起こすという問題
が生じ得る。そして、輸送先では、吸着パッドを備えたロボットによって、パレットから
ガラス板が一枚ずつ取り出されるのが通例であるが、上述のように荷崩れが起きてガラス
板が湾曲していると、吸着パッドでガラス板を適正に吸着できず、ロボットによる取り出
し作業が実質的に不可能となるという問題が生じ得る。
【００１２】
　なお、このような問題は、複数枚のガラス板を縦姿勢で積層して梱包した場合に限らず
、複数枚のガラス板を横姿勢で積層して梱包した場合にも同様に生じ得る。
【００１３】
　本発明は、上記実情に鑑み、ガラス板積層体の幅方向に跨るように押えバーを配置して
、その押えバーの両端部を締付けてパレットに保持する梱包形態を採用しつつ、幅方向両
端部の応力集中によるガラス板の破損を低減し、さらにガラス体積層体の荷崩れを防止す
ることを技術的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために創案された本発明は、パレット上に積層されたガラス板積層
体の幅方向に跨るように押えバーを配置すると共に、前記ガラス板積層体の幅方向両側の
外側に食み出した前記押えバーの両端部を締付け部材によって前記パレット側に引き込む
ように締付けることにより、前記ガラス板積層体を前記パレット上に押付けて保持したガ
ラス板梱包体において、前記押えバーと前記ガラス板積層体との間に、双方に接触された
状態で押圧板を介在させると共に、該押圧板の幅方向寸法を前記ガラス板積層体の幅方向
寸法の１／３以上とし且つ前記ガラス板積層体の幅方向両端部を除く幅方向中央部に接触
させたことに特徴づけられる。
【００１５】
　このような構成によれば、押圧板はガラス板積層体の幅方向両端部と非接触であるので
、押えバーによる押付け力がガラス板の幅方向両端に作用しない。そのため、ガラス板積
層体の幅方向両端部の応力集中が生じ難くなり、ガラス板の破損を効果的に低減すること
が可能となる。
【００１６】
　また、ガラス板積層体の幅方向両端部を除く幅方向中央部には押圧板が接触しているの
で、中央部には押えバーによる押付け力が作用する。そのため、ガラス板積層体の中央部
の変位が規制される。したがって、梱包体を輸送した場合であっても、ガラス板積層体の
荷崩れを確実に抑制することができる。
【００１７】
　上記の構成において、前記押圧板のうち前記押えバーと接触している部分が、前記ガラ
ス板積層体の幅方向に連続していることが好ましい。
【００１８】
　このようにすれば、ガラス板積層体の幅方向両端部を除く幅方向中央部が、幅方向に亘
って連続的に押圧される。そのため、ガラス板積層体の幅方向中央部を幅方向に断続的に
押圧した場合のように、ガラス板が幅方向に波打つように変形するという事態を防止する
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ことができる。したがって、変形によるガラス板の破損や、荷崩れをより確実に抑制する
ことができる。
【００１９】
　上記の構成において、前記押圧板は、前記ガラス板積層体の幅方向と直交する方向の寸
法が前記押えバーよりも大きいことが好ましい。
【００２０】
　このようにすれば、押えバーのガラス板積層体の幅方向と直交する方向の寸法が押圧板
のそれより小さいので、押えバーにより直接的にガラス板積層体を押圧する場合よりも、
ガラス板積層体に作用する押付け力を、幅方向と直交する方向の広い範囲に分散させるこ
とができる。そのため、ガラス板の幅方向と直交する方向への変形が抑制され、ガラス板
の破損や、荷崩れを防止する上で有利となる。
【００２１】
　上記の構成において、前記ガラス板積層体は、複数枚のガラス板を縦姿勢で積層してな
り、前記パレットは、ガラス板の下辺部を支持する基台部と、ガラス板の背面部を支持す
る背受け部とを有するものであってもよい。なお、この場合には、ガラス板積層体の幅方
向とは、ガラス板積層体の上下方向（高さ方向）と直交する方向を意味する。
【００２２】
　上記の構成において、前記押圧板の下端部が、前記パレットの基台部から離間している
ことが好ましい。
【００２３】
　一般に、複数枚のガラス板を縦姿勢で積層したガラス板積層体では、その下辺部がパレ
ットの基台部によって支持されており、この下辺部は、変形や動きの自由度が小さくなっ
ている。そのため、この下辺部に押圧板を接触させ、押えバーによる押付け力を作用させ
た場合には、押付け力による応力集中をガラス板の変形等で緩和できないので、ガラス板
に破損が生じやすい。したがって、上記の構成のように、押圧板の下端部を基台部から離
間させて、ガラス板の下辺部に押付け力が作用しないようにすることが、ガラス板の破損
を防止する観点からも好ましい。
【００２４】
　この場合、前記押圧板の幅方向両側に、前記ガラス板積層体の幅方向両側の外側へと延
びるアームを設けると共に、前記パレットの背受け部の幅方向両側に、前記ガラス板積層
体の積層方向に延び且つ前記アームをスライド可能に支持するガイド部材を設け、該ガイ
ド部材で前記アームを支持することにより、前記押圧板の下端部を前記パレットの基台部
から離間させるようにしてもよい。
【００２５】
　このようにすれば、押圧板をガイド部材に沿ってスライドさせることにより、ガラス板
の積層枚数に応じた適正な位置に押圧板を容易に位置決めすることが可能となる。
【００２６】
　上記の構成において、前記押えバーを前記ガラス板積層体の上下方向に複数配置すると
共に、最上部の押えバーによって前記ガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け
力を、最下部の押えバーによって前記ガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け
力よりも小さくすることが好ましい。
【００２７】
　一般に、複数枚のガラス板を縦姿勢で積層したガラス板積層体では、下辺部はパレット
の基台部と接触しているため動き難い状態にあるのに対し、上辺部は比較的自由に動ける
状態にある。そのため、ガラス板積層体の上方部の積層厚みは、その下方部の積層厚みよ
りも変化しやすい。したがって、ガラス板積層体の上方部と、下方部とに同等の押付け力
を作用させた場合には、上方部の積層厚みが下方部の積層厚みよりも薄くなり、積層状態
が不均一になりやすい。そして、このような積層状態の不均一が生じると、ガラス板積層
体の上方部が、下方部よりも圧迫された状態で保持される。そのため、輸送中に梱包体に
下から突き上げるような衝撃が加わると、ガラス板が上方に動く余地がなく、その衝撃が
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ガラス板の下辺部に直接作用して破損するおそれがある。そこで、このような問題に対処
するためには、上記の構成のように、最上部の押えバーによってガラス板積層体に作用す
る単位面積当たりの押付け力を、最下部の押えバーによってガラス板積層体に作用する単
位面積当たりの押付け力よりも小さくすることが好ましい。このようにすれば、ガラス板
積層体の上方部が、下方部に比べて圧迫された状態で保持されるという事態を低減でき、
ガラス板積層体の積層状態が不均一になるという事態を防止することができる。加えて、
ガラス板積層体の上方部と下方部との圧迫状態を同等程度に保つことができるので、輸送
時に上方に突き上げるような衝撃が加わった場合でも、ガラス板が一時的に上方に逃げ、
ガラス板に破損が生じ難くなる。
【００２８】
　上記の構成において、前記押圧板は、前記最上部の押えバーによって前記ガラス板積層
体を押圧する上部押圧板と、前記最下部の押えバーによって前記ガラス板積層体を押圧す
る下部押圧板とに少なくとも分離されており、前記上部押圧板の前記ガラス板積層体との
接触面積が、前記下部押圧板の前記ガラス板積層体との接触面積よりも大きいことが好ま
しい。
【００２９】
　このようにすれば、上部押圧板のガラス板積層体との接触面積が、下部押圧板のガラス
板積層体との接触面積よりも大きくなるので、上部押圧板によりガラス板積層体に作用す
る押付け力が、下部押圧板によりガラス板積層体に作用する押付け力よりも広い範囲に分
散されて弱められることになる。そのため、最上部の押えバーによってガラス板積層体に
作用する単位面積当たりの押付け力を、最下部の押えバーによってガラス板積層体に作用
する単位面積当たりの押付け力よりも小さくすることができる。
【００３０】
　上記の構成において、前記押圧板は、前記最上部の押えバーと前記最下部の押えバーと
の間に跨るように配置された単一の部材であって、その上方部の前記最上部の押えバー上
方への食み出し寸法が、その下方部の前記最下部の押えバー下方への食み出し寸法よりも
大きいことが好ましい。なお、押圧板の下方部の最下部の押えバー下方への食み出し寸法
には、押圧板の最下部が押えバー下方へ食み出さない場合、すなわち、その値が零となる
場合も含まれる。
【００３１】
　このようにすれば、最上部の押えバーによってガラス板積層体に作用する押付け力が、
最下部の押えバーによってガラス板積層体に作用する押付け力よりも広範囲に分散する。
そのため、最上部の押えバーによってガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け
力を、最下部の押えバーによってガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け力よ
りも小さくすることができる。
【００３２】
　上記の構成において、前記ガラス板積層体が、複数枚のガラス板を横姿勢で積層してな
り、前記パレットは、ガラス板の下面部を支持する基台部を有するものであってもよい。
なお、この場合には、ガラス板積層体の幅方向とは、ガラス板積層体の前後方向と直交す
る方向を意味する。
【００３３】
　上記の構成において、前記パレットに、ガラス板の後方に位置する一辺に当接する基準
壁を設けると共に、前記押えバーを前記ガラス板積層体の前後方向に複数配置し、最後部
の押えバーによって前記ガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け力を、最前部
の押えバーによって前記ガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け力よりも小さ
くすることが好ましい。
【００３４】
　一般に、ガラス板の後方に位置する一辺に当接する基準壁がパレットに形成されている
場合には、ガラス板の荷崩れを防止する観点からも、輸送前後においてガラス板の後方に
位置する一辺が基準壁に当接した状態であることが要求される。そして、上記の構成によ
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れば、かかる要求を満たすことができる。すなわち、輸送中に梱包体に衝撃が加わった場
合には、単位面積当たりの押付け力が小さい後方側に各ガラス板が誘導されるので、ガラ
ス板の後方に位置する一辺を基準壁に当接させた状態で輸送することが可能となる。
【００３５】
　上記の構成において、前記押圧板は、前記最前部の押えバーによって前記ガラス板積層
体を押圧する前部押圧板と、前記最後部の押えバーによって前記ガラス板積層体を押圧す
る後部押圧板とに少なくとも分離されており、前記後部押圧板の前記ガラス板積層体との
接触面積が、前記前部押圧板の前記ガラス板積層体との接触面積よりも大きいことが好ま
しい。
【００３６】
　このようにすれば、後部押圧板のガラス板積層体との接触面積が、前部押圧板のガラス
板積層体との接触面積よりも大きくなるので、後部押圧板によりガラス板積層体に作用す
る押付け力が、前部押圧板によりガラス板積層体に作用する押付け力よりも広い範囲に分
散されて弱められることになる。そのため、最後部の押えバーによってガラス板積層体に
作用する単位面積当たりの押付け力を、最前部の押えバーによってガラス板積層体に作用
する単位面積当たりの押付け力よりも小さくすることができる。
【００３７】
　上記の構成において、前記押圧板は、前記最前部の押えバーと前記最後部の押えバーと
の間に跨るように配置された単一の部材であって、その後方部の前記最後部の押えバー後
方への食み出し寸法が、その前方部の前記最前部の押えバー前方への食み出し寸法よりも
大きいことが好ましい。なお、押圧板の前方部の最前部の押えバー前方への食み出し寸法
には、押圧板の前方部が最前部の押えバーの前方に食み出さない場合、すなわち、その値
が零となる場合も含まれる。
【００３８】
　このようにすれば、最後部の押えバーによってガラス板積層体に作用する押付け力が、
最前部の押えバーによってガラス板積層体に作用する押付け力よりも広範囲に分散する。
そのため、最後部の押えバーによってガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け
力を、最前部の押えバーによってガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け力よ
りも小さくすることができる。
【００３９】
　上記の構成において、前記ガラス板積層体は、前記押圧部材で押圧される側の表面に緩
衝板を配置してなることが好ましい。
【発明の効果】
【００４０】
　以上のように本発明によれば、押圧板がガラス板積層体の幅方向両端部と非接触である
ので、押えバーによる押付け力がガラス板の幅方向両端部に作用しない。そのため、ガラ
ス板積層体の幅方向両端部の応力集中が生じ難く、ガラス板に破損を効果的に低減するこ
とができる。一方、ガラス板積層体の幅方向両端部を除いた幅方向中央部には、押圧板が
接触しているので、押えバーによる押付け力がガラス板積層体の幅方向中央部に集中的に
作用する。そのため、ガラス板積層体の幅方向中央部の変位が規制される結果、ガラス板
積層体に荷崩れが生じるという事態を確実に抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００４２】
　図１は、本発明の第１実施形態に係るガラス板梱包体を模式的に示す斜視図であり、図
２はその平面図である。これら各図に示すように、このガラス板梱包体１は、パレット２
上に複数枚のガラス板を縦姿勢で積層すると共に、そのガラス板積層体Ｇをパレット２上
に保持したものである。
【００４３】
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　パレット２は、ガラス板の下辺部を支持する基台部２ａと、基台部２ａの後方に立設さ
れ且つガラス板の背面を支持する背受け部２ｂとを備えている。そして、複数枚のガラス
板の各下辺部を基台部２ａに載置させ、最後尾のガラス板の背面部を背受け部２ｂに立て
掛けることにより、複数枚のガラス板が縦姿勢でパレット２上に積層されている。なお、
ガラス板積層体Ｇには、各ガラス板の間に発泡樹脂シートが介在しており、先頭のガラス
板の前面部には、例えばプラスチックダンボール等で形成された緩衝板３が立て掛けられ
ている。また、図示しないが、ガラス板積層体Ｇが、パレット２と接触する部分には緩衝
材が敷設されている。
【００４４】
　そして、ガラス板積層体Ｇの最前面（緩衝板３）には、その幅方向に跨るように、上下
方向に間隔を置いて２つの押えバー４が配置されている。この状態で、ガラス板積層体Ｇ
の幅方向両側の外側に食み出した各押えバー４の両端部は、締付け部材５によって、背受
け部２ｂ側に引き込まれるように締付けられている。
【００４５】
　締付け部材５の構成は特に限定されるものではないが、この実施形態では、図３に示す
ように、背受け部２ｂの両側方からガラス板積層方向に延びたラック５ａと、押えバー４
の両端部に内蔵されたピニオン５ｂとを主たる構成として備えている。そして、ピニオン
５ｂを、ラック５ａに噛み合わせることで、押えバー４がラック５ａに対して固定される
ようになっている。また、ピニオン５ｂとラック５ａとの噛み合いを解除した状態では、
押えバー４がラック５ａに対してスライド可能に支持されるようになっている。なお、ピ
ニオン５ｂは、第１クランクシャフト５ｃに連結されている。この第１クランクシャフト
５ｃは、ピニオン５ｂとラック５ａとが噛み合った状態では移動が規制される第２クラン
クシャフト５ｄに取り付けられたバネ５ｅによって、図中の左方向に付勢されている。こ
れにより、ピニオン５ｂとラック５ａが噛み合った状態で、ピニオン５ｂは、ラック５ａ
との噛み合いが進行する方向（図中の反時計回り）にバネ５ｅによって付勢されている。
【００４６】
　押えバー４とガラス板積層体Ｇとの間には、図１及び図２に示すように、押圧板６が介
在している。この押圧板６は、押えバー４とガラス板積層体Ｇとの双方に接触し、その接
触領域はガラス板積層体Ｇの幅方向両端部を除いた幅方向中央部で連続している。すなわ
ち、押えバー４の幅方向中央部が、押圧板６によってガラス板積層体Ｇ側に突起した状態
となっている。そのため、押えバー４と、ガラス板積層体Ｇの幅方向両端部との間には、
押圧板６の厚み相当分程度の隙間が形成されており、押えバー４による押付け力が、ガラ
ス板積層体Ｇの幅方向両端部に作用しないようになっている。一方、ガラス板積層体Ｇの
幅方向中央部には、押圧板６が幅方向に連続的に接触しているので、押えバー４による押
付け力が、ガラス板積層体Ｇの幅方向中央部に集中的に作用するようになっている。
【００４７】
　これにより、ガラス板積層体Ｇの幅方向両端部に応力を集中させることなく、ガラス板
積層体Ｇをパレット２上に保持することが可能となる。したがって、ガラス板積層体Ｇの
幅方向両端部に応力が集中して、ガラス板が破損するという事態を効果的に低減すること
ができる。また、押えバー４による押付け力は、押圧板６を介して、ガラス板積層体Ｇの
幅方向中央部に連続的に作用することから、ガラス板積層体Ｇの幅方向中央部における撓
み等の変形は規制される。そのため、輸送時の振動等によってガラス板積層体Ｇが荷崩れ
するという事態を効果的に低減することができる。
【００４８】
　なお、押圧板６の厚みは、５ｍｍ以上４０ｍｍ以下であることが好ましく、１０ｍｍ以
上３０ｍｍ以下であることがより好ましい。また、押圧板６の幅方向寸法は、最小でガラ
ス板積層体Ｇの幅方向寸法の１／３、最大で押圧板６の幅方向両端がガラス板積層体Ｇの
幅方向両端からそれぞれ５０ｍｍ内側に位置する範囲に設定することが好ましく、ガラス
板積層体Ｇの幅方向寸法の１／２以上２／３以下であることがより好ましい。さらに、押
圧板６は、押えバー４と別体であってもよいが、本実施形態では押えバー４と一体化され
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ている。
【００４９】
　図４は、本発明の第２実施形態に係るガラス板梱包体を示す斜視図であり、図５はその
側面図である。これら各図に示すように、この第２実施形態に係るガラス板梱包体１が、
上述の第１実施形態に係るガラス板梱包体１と相違するところは、上下２つの押えバー４
のうち、上方の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する単位面積当たりの押付け
力を、下方の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する単位面積当たりの押付け力
よりも小さくした点にある。
【００５０】
　一般に、複数枚のガラス板を縦姿勢で積層したガラス板積層体Ｇでは、下辺部はパレッ
ト２の基台部２ａと接触しているため動き難い状態にあるのに対し、上辺部は比較的自由
に動ける状態にある。そのため、ガラス板積層体Ｇの上方部の積層厚みは、その下方部の
積層厚みよりも変化しやすい。したがって、ガラス板積層体Ｇの上方部と、下方部とに同
等の押付け力を作用させた場合には、上方部の積層厚みが下方部の積層厚みよりも薄くな
り、積層状態が不均一になりやすい。そして、このような積層状態の不均一が生じると、
ガラス板積層体Ｇの上方部が、下方部よりも圧迫された状態で保持される。そのため、輸
送中にガラス板梱包体１に下から突き上げるような衝撃が加わると、ガラス板が上方に動
く余地がなく、その衝撃がガラス板の下辺部に直接作用して破損するおそれがある。
【００５１】
　そこで、このような問題に対処するためには、上下２つの押えバー４のうち、上部の押
えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する単位面積当たりの押付け力を、下部の押え
バー４によってガラス板積層体Ｇに作用する単位面積当たりの押付け力よりも小さくする
ことが好ましい。このようにすれば、ガラス板積層体Ｇの上方部が、下方部に比べて圧迫
された状態で保持されるという事態を低減でき、ガラス板積層体Ｇの積層状態が不均一に
なるという事態を防止することができる。加えて、ガラス板積層体Ｇの上方部と下方部と
の圧迫状態を同等程度に保つことができるので、輸送中に梱包体１に下から突き上げるよ
うな衝撃が加わった場合でも、ガラス板が一時的に上方に逃げ、ガラス板に破損が生じ難
くなる。
【００５２】
　詳述すると、この実施形態では、図４及び図５に示すように、上方の押えバー４によっ
てガラス板積層体Ｇを押圧する押圧板６のガラス板積層体Ｇとの接触面積が、下方の押え
バー４によってガラス板積層体Ｇを押圧する押圧板６のガラス板積層体Ｇとの接触面積よ
りも大きくなっている。そのため、上方の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用す
る押付け力は、下方の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する押付け力に比べて
広範囲に分散される。その結果、上部の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する
単位面積当たりの押付け力を、下部の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する単
位面積当たりの押付け力よりも小さくすることができ、上述の作用効果を享受することが
可能となる。
【００５３】
　なお、図２に示すように、ピニオン５ｂを、ラック５ａとの噛み合いが進行する方向に
付勢するバネ５ｅの力を、上方の押えバー４よりも下方の押えバー４で強めることで、各
押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する単位面積当たりの押付け力に上述のよう
な差異を設けるようにしてもよい。
【００５４】
　図６は、本発明の第３実施形態に係るガラス板梱包体を示す斜視図である。同図に示す
ように、この第３実施形態に係るガラス板梱包体１が、上述の第１～２実施形態に係るガ
ラス板梱包体１と相違するところは、上下２つの押えバー４によって、単一の押圧板６を
押圧するようにした点にある。
【００５５】
　詳述すると、押圧板６は、隙間なく連続した平板で構成されており、上方の押えバー４
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から下方の押えバー４に跨るように配置されている。この押圧板６は、ガラス板よりも小
さく、ガラス板の周縁部には非接触となっている。このようにすれば、押えバー４による
押付け力が、ガラス板積層体Ｇの幅方向のみならず、その幅方向と直交する上下方向にも
作用する。そのため、ガラス板がより変形を来たし難い状態となり、破損や荷崩れを抑制
する上で有利となる。
【００５６】
　また、軽量化の観点からは、押圧板６は、図７（ａ），（ｂ）に示すように、格子板か
ら構成してもよい。この場合、図７（ｂ）に示すように、押圧板６のうち、押えバー４が
配置される箇所には、格子骨６ａが幅方向に配置され、押えバー４による押付け力が、ガ
ラス板積層体Ｇの幅方向に連続的に作用するようになっている。
【００５７】
　また、第２実施形態で説明したように、上下２つの押えバー４のうち、上方の押えバー
４によってガラス板積層体Ｇに作用する単位面積当たりの押付け力を、下方の押えバー４
によってガラス板積層体Ｇに作用する単位面積当たりの押付け力よりも小さくするという
観点からは、次のようにすることが好ましい。すなわち、図６及び図７（ｂ）に示すよう
に、押圧板６の上下方向中心位置を、上下２つの押えバー４間の上下方向中心位置よりも
上方に偏らせることで、押圧板６の上方部が上方の押えバー４から上方に食み出す寸法が
、押圧板６の下方部が下方の押えバー４から下方に食み出す寸法よりも大きくすることが
好ましい。
【００５８】
　このようにすれば、上方の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する押付け力が
、下方の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する押付け力よりも広範囲に分散さ
れて弱められる。そのため、上方の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する単位
面積当たりの押付け力を、下方の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する単位面
積当たりの押付け力よりも小さくすることができる。
【００５９】
　図８（ａ），（ｂ）は、本発明の第４実施形態に係るガラス板梱包体を示す斜視図であ
る。同図に示すように、この第４実施形態に係るガラス板梱包体１が上述の第１～３実施
形態に係るガラス板梱包体１と相違するところは、押圧板６の幅方向両側の外側へと延び
るアーム７をパレット２に設けられたラック５ａに引っ掛けることにより、押圧板６をパ
レット２の基台部２ａから離間した状態で支持した点にある。なお、この実施形態では、
押えバー４を支持するラック５ａが、押圧板６を支持するガイド部材を兼ねている。
【００６０】
　このようにすれば、押圧板６のアーム７をラック５ａに引っ掛けた状態で、ラック５ａ
の長手方向に沿ってスライドさせることにより、ガラス板の積層枚数に応じた適正な位置
に押圧板６を容易に位置決めすることが可能となる。
【００６１】
　また、アーム７の先端には、下方に延びた爪７ａが設けられており、この爪７ａがラッ
ク５ａの外側面と係合し、押圧板６の幅方向への変位が規制されるようになっている。
【００６２】
　なお、図示例では、上下２つの押えバー４のうち、下方の押えバー４を支持するラック
５ａに押圧板６のアーム７を引っ掛けて押圧板６を支持するようにしているが、上方の押
えバー４を支持するラック５ａに、押圧板６のアーム７を引っ掛けて押圧板６を支持する
ようにしてもよい。また、上下のラック５ａにそれぞれアーム７を引っ掛けて、押圧板６
を支持するようにしてもよい。
【００６３】
　この場合、アーム７はガラス板積層体Ｇの幅方向両端部と非接触となるようにすること
が好ましい。アーム７によってガラス板積層体Ｇの幅方向両端部に押付け力が作用する場
合もあり、これを防止するためである。具体的には、例えば図９（ａ）に示すように、ア
ーム７の厚みを押圧板６の厚みよりも薄肉にしてガラス板積層体Ｇから離間するか、或い
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は、図９（ｂ）に示すように、アーム７を押圧板６の前面側に取り付けてガラス板積層体
Ｇから離間する。
【００６４】
　また、図１０（ａ），（ｂ）に示すように、押圧板６の下端部に、下方に延びる脚部８
を取り付け、押圧板６の下端部をパレット２の基台部２ａから離間するようにしてもよい
。この場合にも、脚部８は、ガラス板積層体Ｇと非接触となるようすることが好ましい。
具体的には、例えば、図１１（ａ）に示すように、脚部８の厚みを押圧板６の厚みよりも
薄肉にしてガラス板積層体Ｇから離間するか、或いは、図１１（ｂ）に示すように、脚部
８を押圧板６の前面側に取り付けてガラス板積層体Ｇから離間する。
【００６５】
　図１２は、本発明の第５実施形態に係るガラス板梱包体を示す斜視図である。この第５
実施形態に係るガラス板梱包体１が、上述の第１～４の実施形態に係るガラス板梱包体１
と相違するところは、締付け部材５をベルトで構成した点にある。
【００６６】
　詳述すると、ガラス板積層体Ｇの幅方向に跨るように配置された押えバー４の上に、両
端が背受け部２ｂに固定されたベルト５の中間部が掛け渡され、この状態でベルト５によ
り押えバー４の両端部が背受け部２ｂ側に引き込まれるように締付けられている。なお、
ベルト５としては、ラチェット式ラッシングベルトを好適に使用できる。
【００６７】
　また、図１３に示すように、押えバー４の両端部と、背受け部２ｂとの間にベルト５を
掛け渡して、押えバー４の両端部を背受け部２ｂ側に引き込むように締付けるようにして
もよい。
【００６８】
　さらに、図１４に示すように、ベルト５を押えバー４の両端部から背受け部２ｂの裏面
に掛け渡して、背受け部２の裏面において締付けることにより、押えバー４の両端部を背
受け部２ｂ側に引き込むようにしてもよい。
【００６９】
　図１５は、本発明の第６実施形態に係るガラス板梱包体を示す斜視図であり、図１６は
その平面図である。これら各図に示すように、この第６実施形態に係るガラス板梱包体１
が、上述の第１～５の実施形態に係るガラス板梱包体１と相違するところは、ガラス板積
層体Ｇを、複数枚のガラス板をパレット２の基台部２ａ上に横姿勢で積層して構成した点
にある。
【００７０】
　すなわち、上述の第１～５の実施形態で説明した事項は、複数枚のガラス板を横姿勢で
積層して梱包した場合についても同様に適用することができる。ただし、この場合には、
輸送時の振動や、揺れによるガラス板の横ズレを考慮する必要がある。そのため、横姿勢
で積層されたガラス板積層体Ｇを梱包する際には、図１５及び図１６に示すように、横姿
勢で積層されたガラス板の後方に位置する一辺に当接する基準壁２ｃをパレット２に設け
る場合がある。そして、この場合には、ガラス板積層体Ｇの荷崩れを防止する観点からも
、輸送前後において、ガラス板の後方側の一辺が基準壁２ｃに当接した状態となるように
する必要がある。
【００７１】
　そこで、この実施形態に係るガラス板梱包体１では、前後方向に間隔を置いて配置され
た２つの押えバー４のうち、後方の押えバー４によってガラス板積層体に作用する単位面
積当たりの押付け力が、前方の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する単位面積
当たりの押付け力よりも小さくなっている。具体的には、後方の押えバー４によってガラ
ス板積層体Ｇを押圧する押圧板６のガラス板積層体Ｇとの接触面積が、前方の押えバー４
によってガラス板積層体Ｇを押圧する押圧板６のガラス板積層体Ｇとの接触面積よりも大
きくなっている。
【００７２】
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　このようにすれば、輸送時にガラス板梱包体１に衝撃が加わった場合であっても、単位
面積当たりの押付け力が小さい後方側に各ガラス板が誘導される。したがって、ガラス板
の後方に位置する一辺を基準壁２ｃに当接させた状態で輸送することが可能となる。
【００７３】
　なお、図１７及び図１８に示すように、前後２つの押えバー４で単一の押圧板６を押圧
する場合には、押圧板６の前後方向中心位置を、前後２つの押えバー４間の前後方向中心
位置よりも後方に偏らせることで、押圧板６の後方部が後方の押えバー４から後方に食み
出す寸法が、押圧板６の前方部が前方の押えバー４から前方に食み出す寸法よりも大きく
するようにしてもよい。そして、図示例のように押圧板６を格子板で構成する場合には、
押えバー４が配置される箇所に格子骨６ａが配置され、押えバー４による押付け力が、ガ
ラス板積層体Ｇの幅方向に連続的に作用するようになっている。
【００７４】
　このようにすれば、後方の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する押付け力が
、前方の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する押付け力よりも広範囲に分散す
るため、後方の押えバー４によってガラス板積層体に作用する単位面積当たりの押付け力
が、前方の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する単位面積当たりの押付け力よ
りも小さくすることができる。
【００７５】
　また、図２に示すように、ピニオン５ｂを、ラック５ａとの噛み合いが進行する方向に
付勢するバネ５ｅの力を、後方の押えバー４よりも前方の押えバー４で強めることで、前
後の押えバー４によってガラス板積層体Ｇに作用する単位面積当たりの押付け力に上述の
ような差異を設けるようにしてもよい。
【実施例】
【００７６】
　本発明が所期の目的を達成するかを否かを認識すべく、以下に示す試験ならびにその検
討を行った。
【００７７】
　本発明の縦姿勢でガラス板を梱包する形態の実施例１として、上述の図１及び図２に示
す形態のガラス板梱包体１を５０体製作すると共に、片道約３００ｋｍの高速道路を約１
００ｋｍ／ｈで往復し、輸送後のガラス板の破損状況と、輸送前後でのガラス板の積層厚
みの変化を確認した。なお、ガラス板として、幅方向寸法が２２５０ｍｍ、上下方向寸法
が１９５０ｍｍ、厚みが０．７ｍｍの液晶ディスプレイ用のガラス基板を使用した。そし
て、このガラス板を２００枚縦姿勢で積層して、各ガラス板梱包体１を製作した。また、
押えバー４として、幅方向寸法が２５３８ｍｍ、上下方向寸法が８０ｍｍ、厚みが４０ｍ
ｍのステンレス製角パイプを使用した。さらに、押圧板６として、幅方向寸法が１５００
ｍｍ、上下方向寸法が８０ｍｍ、厚みが２０ｍｍのステンレス製角パイプを使用し、この
押圧板６を押えバー４に接合して一体化した。
【００７８】
　その結果、１００００枚（５０体×２００枚）のガラス板の輸送後の破損枚数は零枚と
なり、極めて良好な結果を得た。また、ガラス板の積層厚みの最大落差変化量は平均で６
ｍｍであり、最大落差で９ｍｍ（輸送前の落差２ｍｍ＋輸送後の落差変化量７ｍｍ）であ
った。ここで、最大落差とは、一つのガラス板積層体Ｇの積層方向における最前部から最
後部までの積層厚み差（最大厚み寸法と最小厚み寸法の差）を意味し、一般にガラス板が
荷崩れを起こして積層厚みの最大落差が１５ｍｍを超えると、吸着パッドを有するロボッ
トでガラス板をパレット２から自動的に取り出すことができなくなる。したがって、最大
落差が９ｍｍという結果は、実用上問題のない良好なものとなる。
【００７９】
　本発明の実施例２として、上述の図４及び図５に示す形態のガラス板梱包体１を５０体
製作した。下方の押えバー４には、押圧板６として、幅方向寸法が１５００ｍｍ、上下方
向寸法が８０ｍｍ、厚みが２０ｍｍのステンレス製角パイプを接合した。また、上方の押
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えバー４には、押圧板６として、幅方向寸法が２１５０ｍｍ、上下方向寸法が１６０ｍｍ
、厚みが２０ｍｍのステンレス製角パイプを接合した。なお、その他の条件は上記の実施
例１と同様である。
【００８０】
　その結果、１００００枚（５０体×２００枚）のガラス板の輸送後の破損枚数は、零枚
となり、極めて良好な結果を得た。また、ガラス板の積層厚みの最大落差変化量は平均で
４ｍｍであり、最大落差で７ｍｍ（輸送前の落差２ｍｍ＋輸送後の落差変化量５ｍｍ）で
あった。したがって、最大落差が、許容範囲である１５ｍｍ以下となると共に、実施例１
よりも更に良好な結果となった。
【００８１】
　本発明の実施例３として、上述の図８（ｂ）に示す形態のガラス板梱包体１を５０体製
作した。押圧板６は、断面が４０ｍｍ×２０ｍｍの角パイプを骨組みとして格子状に組み
合わせ、厚みが２０ｍｍ、幅方向寸法がガラス板の幅方向寸法の２／３である１５００ｍ
ｍとし、さらに上方の押えバー４から上部が３５０ｍｍ食み出すようにした。また、押圧
板６の枠内には、押えバー４が配置される箇所に、押えバー４と同じ上下方向寸法８０ｍ
ｍの格子骨６ａを配置し、押えバー４と押圧板６とが幅方向で連続的に接触するようにし
た。なお、その他の条件は、上述の実施例１と同様である。
【００８２】
　その結果、１００００枚（５０体×２００枚）のガラス板の輸送後の破損枚数は、零枚
となり、極めて良好な結果を得た。また、ガラス板の積層厚みの最大落差変化量は平均で
２ｍｍであり、最大落差で５ｍｍ（輸送前の落差２ｍｍ＋輸送後の落差変化量３ｍｍ）で
あった。したがって、最大落差が、許容範囲である１５ｍｍ以下となると共に、実施例２
よりも良好な結果となった。
【００８３】
　本発明の実施例４として、上述の図１０（ｂ）に示す形態のガラス板梱包体１を５０体
製作した。押圧板６としては、上述の実施例３と同様のものを使用し、アーム７に代えて
脚部８を取り付けた。なお、その他の条件は、実施例１と同様である。
【００８４】
　その結果、１００００枚（５０体×２００枚）のガラス板の輸送後の破損枚数は、零枚
となり、極めて良好な結果を得た。また、輸送後におけるガラス板の積層厚みの最大落差
変化量は平均で２ｍｍであり、最大落差で６ｍｍ（輸送前の落差２ｍｍ＋輸送後の落差変
化量４ｍｍ）であった。したがって、最大落差が、許容範囲である１５ｍｍ以下となると
共に、実施例２よりも良好な結果となった。
【００８５】
　実施例１～４の比較例１として、実施例１において押圧板６を取り除き、押えバー４で
直接ガラス板積層体を押付けたガラス板梱包体を５０体製作した。なお、その他の条件は
、実施例１と同様である。
【００８６】
　その結果、１００００枚（５０体×２００枚）のガラス板の輸送後の破損枚数が、４枚
発生した。詳細は、ガラス板の下辺部を起点として破損したものが２枚で、ガラス板の幅
方向両端部を起点として破損したものが２枚であった。一方、輸送後におけるガラス板の
積層厚みの最大落差変化量は平均で１７ｍｍであり、最大落差で２０ｍｍ（輸送前の落差
２ｍｍ＋輸送後の落差変化量１８ｍｍ）であった。したがって、最大落差が、許容範囲で
ある１５ｍｍを超える結果となった。
【００８７】
　本発明の横姿勢でガラス板を梱包する形態の実施例５として、上述の図１７及び図１８
に示す形態のガラス板梱包体１を５０体製作した。各ガラス板梱包体１は、上記と同様の
ガラス板を２００枚横姿勢で積層して製作した。押圧板６としては、実施例３、４と同様
のものを使用し、その後方部が、後方の押えバー４から基準壁２ｃ側に３５０ｍｍ食み出
すようにした。なお、その他の条件は実施例１と同様である。
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【００８８】
　その結果、１００００枚（５０体×２００枚）のガラス板の輸送後の破損枚数は、零枚
となり、極めて良好な結果を得た。また、輸送後におけるガラス板の積層厚みの最大落差
変化量は平均で２ｍｍであり、最大落差で４ｍｍ（輸送前の落差２ｍｍ＋輸送後の落差変
化量２ｍｍ）であった。したがって、最大落差が、許容範囲である１５ｍｍ以下となる良
好な結果となった。
【００８９】
　実施例５の比較例２として、実施例５において押圧板６を除去し、押えバー４で直接ガ
ラス板積層体Ｇを押付けたガラス板梱包体を５０体製作した。なお、その他の条件は、実
施例５と同様である。
【００９０】
　その結果、１００００枚（５０体×２００枚）のガラス板の輸送後の破損枚数は、２枚
となった。詳細は、破損した２枚のガラス板は、両方ともガラス板の幅方向両端を起点と
して破損したものであった。一方、輸送後におけるガラス板の積層厚みの最大落差変化量
は平均で１３ｍｍであり、最大落差で１６ｍｍ（輸送前の落差２ｍｍ＋輸送後の落差変化
量１４ｍｍ）であった。ガラス板の横ズレに関しては、輸送後のガラス板全体が基準壁２
ｃから約２０ｍｍ離れる方向に移動した。したがって、最大落差については、許容範囲で
ある１５ｍｍを超え、ガラス板の横ズレや破損も発生する結果となった。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の第１実施形態に係るガラス板梱包体を示す斜視図である。
【図２】図１に示すガラス板梱包体の平面図である。
【図３】図１に示す締付け部材の断面図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係るガラス板梱包体を示す斜視図である。
【図５】図４に示すガラス板梱包体の側面図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係るガラス板梱包体を示す斜視図である。
【図７】（ｂ）は、第３実施形態に係るガラス板梱包体の変形例を示す斜視図であって、
（ａ）は、その部品分解配列斜視図である。
【図８】（ｂ）は、本発明の第４実施形態に係るガラス板梱包体を示す斜視図であって、
（ａ）は、その部品分解配列斜視図である。
【図９】（ａ）は、図８に示す押圧板とアームとの連結部分を示す拡大図であって、（ｂ
）はその変形例を示す拡大図である。
【図１０】（ｂ）は、第４実施形態に係るガラス板梱包体の変形例を示す斜視図であって
、（ａ）は、その部品分解配列斜視図である。
【図１１】（ａ）は、図１０に示す押圧板と脚部との連結部分を示す拡大図であって、（
ｂ）はその変形例を示す拡大図である。
【図１２】本発明の第５実施形態に係るガラス板梱包体を示す斜視図である。
【図１３】第５実施形態に係るガラス板梱包体の変形例を示す斜視図である。
【図１４】第５実施形態に係るガラス板梱包体の変形例を示す斜視図である。
【図１５】本発明の第６実施形態に係るガラス板梱包体を示す斜視図である。
【図１６】図１５に示すガラス板梱包体の平面図である。
【図１７】第６実施形態に係るガラス板梱包体の変形例を示す斜視図である。
【図１８】図１７に示すガラス板梱包体の平面図である。
【符号の説明】
【００９２】
１　　　ガラス板梱包体
２　　　パレット
２ａ　　基台部
２ｂ　　背受け部
２ｃ　　基準壁
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３　　　緩衝板
４　　　押えバー
５　　　締付け部材
６　　　押圧板
７　　　アーム
８　　　脚部
Ｇ　　　ガラス板積層体

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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